
文化庁長官の許可 市教育委員会の許可※２

約２～３ヶ月 約14日間

(立会・調査等)

※市許可案件については，報告書の提出
によって手続きは完結する。

現状変更終了報告書を
文化庁へ提出

文化財保護法による現状変更等に関する手続きの流れ

許可通知(条件付)が
市へ通知

文化庁へ進達(審査) 市の審査

許可通知(条件付)が
都へ通知

許可書(条件付)が
市から申請者へ

事前協議※１
(行為内容，許可区分，許可条件の確認等)

現状変更の終了

現状変更終了報告書を
市へ提出

現状変更終了報告書を
都へ進達

現状変更の着手

市へ申請書提出 市へ申請書提出

都へ進達

許可条件の履行
(市へ連絡の上，実施に
あたり指示を受けること)


